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甲
賀
市
景
観
条
例（
改
正
原
案
）へ

ご
意
見
を

　
市
で
は
、美
し
い
ふ
る
さ
と
甲
賀
の
風
景
を
守
り
育
て
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、甲
賀
市
景
観
条
例
を
制
定
し
て
い
ま

す
。
こ
の
た
び
、景
観
法
に
基
づ
く
景
観
ま
ち
づ
く
り
の
基

本
的
な
計
画
で
あ
る
甲
賀
市
景
観
計
画
の
策
定
に
伴
い
、甲

賀
市
景
観
条
例
の
見
直
し
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

　
条
例
の
改
正
原
案
に
つ
い
て
、広
く
皆
さ
ん
か
ら
ご
意
見

を
募
集
し
、条
例
改
正
の
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

□
募
集
期
間

　
２
月
１
日（
金
）か
ら
３
月
５
日（
火
）の
33
日
間

□
閲
覧
場
所

　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、都
市
計
画
課
、地
域
市
民
セ
ン
タ
ー

（
旧
支
所
）の
各
窓
口

□
意
見
を
提
出
で
き
る
方

　
当
該
条
例（
原
案
）に
関
し
、意
見
等
を
提
出
す
る
意
思

を
有
す
る
個
人
、法
人
そ
の
他
の
団
体

□
意
見
の
提
出
方
法

　
住
所
、氏
名
、電
話
番
号
、意
見
の
あ
る
ペ
ー
ジ
番
号
な

ど
を
記
入
し
、直
接
提
出
い
た
だ
く
か
、郵
送（
３
月
５
日

必
着
）、Ｆ
Ａ
Ｘ
、Ｅ
メ
ー
ル
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

□
意
見
の
回
答
に
つ
い
て

　
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
意
見
は
、回
答
と
併
せ
て
、ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
公
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

『（
仮
称
）こ
う
か
忍
者
音
頭
』の
歌
詞
決
ま
る

地域情報化基盤整備事業

　
市
が
募
集
し
た『（
仮
称
）こ
う
か
忍
者
音
頭
』の
歌
詞
が

決
定
し
ま
し
た
。

　
全
国
の
皆
さ
ん
か
ら
１
０
６
点
の
応
募
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
ご
応
募
、誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。歌
詞

選
考
委
員
会
に
よ
る
厳
正
な
審
査
の
結
果
、北
海
道
在
住

の
朝あ

さ
く
ら倉
修お
さ
む

さ
ん
の
作
品『
甲
賀
忍
者
音
頭
』を
優
秀
作
品

と
し
て
選
出
し
ま
し
た
。

　
こ
の
後
、採
用
作
品
に
作
曲・
振
り
付
け
を
行
い
、３
月

開
催
予
定
の
新
名
神
高
速
道
路
開
通
５
周
年
記
念
事
業
に

お
い
て
、市
内
園
児
た
ち
が
披
露
す
る
予
定
で
す
。

　
『
甲
賀
忍
者
音
頭
』の
歌
詞
は
、新
名
神
高
速
道
路
開
通

５
周
年
記
念
事
業
と
関
連
し
て
広
報
３
月
１
日
号
に
掲
載

し
ま
す
。

●
音
声
放
送
端
末
機
の
設
置
工
事
に
つ
い
て

　
音
声
放
送
端
末
機
の
設
置
に
つ
き
ま
し
て
は
、現
在
、水
口・信
楽

地
域
に
お
い
て
順
次
接
続
工
事
を
行
っ
て
い
ま
す
。
電
柱
か
ら
ご

自
宅
ま
で
の
引
込
工
事
は
市
が
行
い
、宅
内
工
事
は
運
営
会
社
の
株

式
会
社
あ
い
コ
ム
こ
う
か
が
行
い
ま
す
。

　
ま
た
、甲
賀
市
の
放
送
を
ご
覧
い
た
だ
け
る
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
等

の
工
事
も
あ
わ
せ
て
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　
現
在
、約
１
万
世
帯
か
ら
設
置
承
諾
書
を
い
た
だ
い
て
お
り
、計

画
的
に
接
続
工
事
を
進
め
て
い
ま
す
が
、各
世
帯
と
の
立
会
の
日
程

調
整
や
事
前
調
査
に
相
当
の
時
間
を
要
し
て
お
り
ま
す
の
で
、ご
理

解
と
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

■
音
声
放
送
端
末
機
設
置
ま
で
の

　
大
ま
か
な
流
れ

①
事
前
調
査
立
会
の
ご
連
絡

　

�　
「
㈱
あ
い
コ
ム
こ
う
か
」の
委
託
業
者
よ
り

　
　
日
程
調
整
の
電
話
連
絡

　
　
　
➡

②
事
前
調
査

　

�　
「
㈱
あ
い
コ
ム
こ
う
か
」の
委
託
業
者
に
よ
り

　
　
工
事
の
調
査
と
申
込
手
続
き
の
実
施

　
　
　
➡

③
引
込
工
事

　

�　
市
の
請
負
業
者
が
引
込
工
事
を
施
工

　
　
　
➡

④
宅
内
工
事

　

�　
「
㈱
あ
い
コ
ム
こ
う
か
」の
請
負
業
者
が

　
　
宅
内
工
事
を
施
工

問
い
合
わ
せ
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来
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水源地フォーラム開催
～水源地・防災国土の安全と再生をめざして～

　水源地を抱える地方自治体やその地域住民が、水源地を取り巻く今日
的課題について、今後の展望を一層拡げるため、有識者の講演や各地域の
方々からの報告を行います。参加費は無料ですので、是非ご参加ください。

　日　時　　２月12日（火）　◦受付開始／９時　◦開会／９時30分
　場　所　　甲南情報交流センター「忍の里プララ」
� 甲南町竜法師600番地　�☎86-1046
　講演者・題目　
◦滋賀県森林組合連合会代表理事長　松

まつ
山
やま
　正
まさ
己
き
�氏

　「森林の多面的な効果について」
◦東京大学名誉教授　高

たか
橋
はし
　裕
ゆたか
氏

　「川と国土の危機」
◦京都大学大学院教授・内閣官房参与　藤

ふじ
井
い
　聡
さとし
氏

　「交通網と地域振興への貢献」
　※�上記講演のほかに、甲賀市からの多羅尾水害の教訓をはじめ各地からの現地報

告（災害等）、講演者によるパネルディスカッションを行います。フォーラム内容に
ついては、一部変更の場合もあります。

　参加費　� 無料
　申込方法　�� ご希望の方は、チラシの申込書または電話・FAXにて

お申込ください。
　※�お申込の際にいただいた個人情報は、本フォーラム以外での使用はいたしません。
　内　容　�　詳しくは市役所等に設置している、チラシをご覧ください。
　※�各旧支所地域市民センターの窓口カウンター等に設置しています。
　主　催　　水源地フォーラム実行委員会

水源地フォーラム実行委員会事務局（総合政策部　政策推進課内）
〒528-8502　甲賀市水口町水口6053番地

☎65-0670　Fax63-4554

問い合わせ

ノロウイルス感染にご注意を
手洗いや食品の十分な加熱、体調管理などに気をつけましょう

　「食中毒に注意するのは夏場」という思い込みはありませんか？最近は、冬場の食中毒が多発してい
ます。特に、ノロウイルス感染による疾患発生数が毎年多数に上り、今年も既に多くの発生が報告され
ています。

予防のポイント

１．手洗いをしっかり行いましょう
　消毒用石けんや消毒用アルコールはノロウイルスに効果があ
りませんので、手指を石けんで３０秒以上時間をかけてていね
いに洗い、手指についたウイルスを流水で洗い落としましょう。
　調理前、トイレの後、食事前および下痢やおう吐をした人の世
話や汚物処理をした後は、特に念入りに行いましょう。
　また、手を拭くタオルは共用せず、ペーパータオルまたは個人
用のタオルを使いましょう。
２．食品は十分に加熱しましょう
　食品は中心部まで８５℃以上で１分間以上加熱しましょう。
また、盛り付ける時は、お箸などを使い直接食品に触らないよう
にしましょう。
３．体調が悪いときは休みましょう
　下痢、おう吐等の症状がある時は、食品を二次汚染させる可能
性があるため調理作業をしないでください。

　また、家族に下痢、おう吐等の症状がある場合にも感染してい
る可能性があるため、手洗いをしっかり行い、手袋を使うなど注
意しましょう。
４．食器・調理器具はしっかり消毒しましょう
　使用前後の食器や調理器具は、熱湯や塩素消毒（下記参照）を
し、十分な流水洗浄をしましょう。
５．ふん便、おう吐物の処理と消毒を適切に行ないましょう
　ふん便中やおう吐物中には多量のウイルスが排出されている
ので、換気を十分に行い、手袋とマスクを着用した上で、速やか
に処理しましょう。

　なお、処理の際は、二次汚染防止のために、おう吐物をペー
パータオルなどで覆い、静かに拭き取り、塩素消毒（下記参照）
後、水ぶきをしましょう。�
　また、処理した床、ドアノブ、便器などは、塩素消毒（下記参照）
をし、処理に使ったマスク、手袋、タオルなどは、ビニール袋に密
封して廃棄しましょう。

　塩素消毒の方法　　家庭用の塩素系漂白剤を水で薄めて「塩素液」を作ります。
※濃度によって効果が異なりますので。正しく計りましょう。（厚生労働省ホームページより）

食器、調理器具、床、トイレのドアノブ、
便器などの消毒や拭き取り塩素液

おう吐物などの廃棄
（袋の中で廃棄物を浸す）塩素液

製品の塩素濃度 塩素液の量 水の量 塩素液の量 水の量

６％（一般的な家庭用） 10mℓ
（ペットボトルのキャップ約２杯） ３ℓ 50mℓ

（ペットボトルのキャップ約10杯） ３ℓ

◦製品ごとに濃度が異なりますので、表示をしっかり確認しましょう。
◦塩素系漂白剤は、使用期限内のものを使用してください。
◦�おう吐物などの酸性のものに直接原液をかけると、有毒ガスが発生することがありますので、
必ず「使用上の注意」をよく確認してから使用してください。

健康推進課
☎65-0703　Fax63-4591

問い合わせ

情報基盤整備推進室
  ☎65-0658　Fax63-4574問い合わせ
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